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お知らせ

大
会
結
果

○
数
字
が
順
位
。
関
係
分
の
み
掲
載

◆
素
人
浄
る
り
全
国
大
会

（
４
月
30
日
〜
５
月
１
日
、
阿
万
地
区
公
民
館
）

【
新
会
員
優
秀
賞
】入
野
真
由
美
、中

川
元
喜
【
奨
励
賞
】
三
善
秀
夫
、
以

頭
優
子【
団
体
優
勝
】竹
本
友
喜
美
会

（
川
原
光
榮
、濱
田
美
登
里
、堀
部
育

代
）【
横
綱
】江
本
三
千
代【
東
大
関
】

川
原
光
榮【
西
大
関
】田
端
幸
子【
東

関
脇
】井
上
潔【
西
関
脇
】濱
田
美
登
里

【
東
小
結
】堀
部
育
代

◆
兵
庫
県
県
民
大
会
テ
ニ
ス
競
技

（
５
月
４
日
、三
木
総
合
防
災
公
園
）

▽
35
歳
代
男
子
ダ
ブ
ル
ス
②
印
部

泰
男
・
印
部
俊
雄

◆
淡
路
だ
ん
じ
り
唄
コ
ン
ク
ー
ル

（
５
月
15
日
、三
原
公
民
館
）

【
祭
り
・
保
存
・
継
承
の
部
】①
阿
万
塩

屋
町
祭
礼
団
②
伊
賀
野
町
内
会
③
新

★
大
会
結
果
は
、情
報
課
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。☎
43
・
５
０
０
３
F 

43
・
５
１
０
３
、市
大
会
規
模
以
上

　

市・県
民
税
、納
税
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

第
１
期
の
納
期
限

　
　
　

 

６
月
30
日（
木
）

税
額

❶
均
等
割（
定
額
）　

４
８
０
０
円

❷
所
得
割　

税
率
10
％

　

個
人
市
民
税
と
個
人
県
民
税

を
あ
わ
せ
て
市
・
県
民
税（
住
民

税
）と
呼
び
ま
す
。

　

住
民
税
が
課
税
さ
れ
る
の

は
、平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
お
住
ま
い
で
、
平
成
22

年
中
に
一
定
額
以
上
の
所
得
が

あ
る
人
で
す
。

　

１
月
２
日
以
降
に
市
外
へ
転

出
し
た
人
や
亡
く
な
っ
た
人
も

平
成
23
年
度
分
は
南
あ
わ
じ
市

で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
住
民
税
は
、

平
成
22
年
１
月
〜
12
月
ま
で
の

１
年
間
の
所
得
を
も
と
に
算
出

し
て
い
ま
す
。
平
成
22
年
中
に

退
職
し
、
そ
れ
以
降
働
い
て
い

な
い
人
で
も
、
退
職
ま
で
の
所

得
に
よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

　 23年度

期別 納期限
第１期 ６月30日（木）

第２期 ８月31日（水）

第３期 10月31日（月）

第４期 １月31日（火）

住民税の納期一覧

※納期は普通徴収分です

　

納
税
に
は
、
便
利
で
確
実
な

「
口
座
振
替
」
の
ご
利
用
を
推

奨
し
ま
す
。
申
込
用
紙
は
、
各

金
融
機
関
又
は
市
役
所
総
合
窓

口
、
収
税
課
等
に
あ
り
ま
す
。

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２　

　

収
税
課
☎
43
・
５
０
３
４

　

所
得
証
明
書・課
税
証
明
書
の
発
行

23
年
度
市
県
民
税（
所
得
・
課

税
）証
明
書
※
22
年
の
所
得
分

発
行
開
始
日

　

  　
　
　

 

６
月
１
日（
水
）

　

22
年
度
以
前
の
市
・
県
民
税

（
所
得
・
課
税
）
証
明
書
は
、

随
時
発
行
し
て
い
ま
す
。

▽
発
行
場
所　

総
合
窓
口
セ
ン

タ
ー
・
支
所
・
出
張
所
・
連

絡
所

※
支
所
・
出
張
所
・
連
絡
所
で
は
、

　

お
渡
し
に
２
日
間
程
度
必
要
で
す

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

　
　

老
人
福
祉
施
設
や
老
人
保
健
施

設
、
療
養
型
施
設
な
ど
の
介
護
保

険
施
設
に
入
所
し
て
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
場
合
、
次
の
対
象
者
は
居

住
費
（
滞
在
費
）
と
食
費
に
限
度

額
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

対
象
者 

※
表
１
の
負
担
区
分
あ
り

　

市
町
村
民
税
の
非
課
税
世
帯

利用者負担段階 対象者

第１段階

・生活保護の受給者
・老齢福祉年金の受給者
で本人と世帯全員が市町
村民税非課税の人

第２段階

・世帯全員が市町村民税
非課税で「本人の合計所
得＋課税年金収入」が 80
万円以下の人

第３段階
・世帯全員が市町村民税
非課税で、第２段階以外
の人

表1.軽減措置が受けられる対象者

利用者
負担段階

食費
居住費（滞在費）

多床室
（相部屋）

従来型個室
（特養）

従来型個室
（老健、療養）

ユニット型
（準個室）

ユニット型
（個室）

基準費用額 1,380 円 320 円 1,150 円 1,640 円 1,640 円 1,970 円
第１段階 300 円 0円 320円 490 円 490 円 820 円
第２段階 390 円 320 円 420 円 490 円 490 円 820 円
第３段階 650 円 320 円 820 円 1,310 円 1,310 円 1,640 円

表2.負担限度額と基準費用額（１日あたり）

　

社
会
福
祉
法
人
等
の
利
用
者
負
担
軽
減

　

介
護
保
険
制
度
で
は
１
割
負

担
が
原
則
で
す
が
、
下
表
の
事

業
所
を
利
用
す
る
市
町
村
民
税

の
非
課
税
世
帯
の
人
で
次
の
条

件
全
て
を
満
た
す
人
は
負
担
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

条
件

❶
年
間
収
入
（
事
業
収
入
等
は
必

要
経
費
を
引
く
前
の
金
額
）が
単

身
世
帯
で
１
５
０
万
円
、世

帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に

50
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下

❷
預
貯
金
額
が
単
身
世
帯
で

３
５
０
万
円
、
世
帯
員
が
１

人
増
え
る
ご
と
に
１
０
０
万

円
を
加
算
し
た
額
以
下

❸
世
帯
が
居
住
用
家
屋
や
日
常

生
活
に
必
要
な
資
産
以
外
に

利
用
で
き
る
資
産
を
持
た
な
い

❹
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
に
扶

養
さ
れ
て
い
な
い

❺
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

軽
減
額　

利
用
者
負
担
額
の

25
％
。
老
齢
福
祉
年
金
受
給

者
は
50
％
と
な
っ
て
い
ま
す

　  

福
祉
用
具
購
入
費
支
給

▽
条
件　

要
支
援
・
要
介
護
認
定

▽
限
度
額　

年
間
10
万
円

利
用
方
法

❶
指
定
販
売
店
で
必
要
な
福
祉

用
具
を
購
入

※
指
定
販
売
店
以
外
で
の
購
入
は

支
給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

❷
申
請
書
、カ
タ
ロ
グ
の
写
し
、

領
収
書
を
市
へ
提
出

❸
審
査
後
、購
入
費
の
９
割
を
支
給

対
象
品
目

　

❶
腰
掛
便
座
❷
特
殊
尿
器
❸

入
浴
補
助
用
具
❹
簡
易
浴
槽
❺

移
動
用
リ
フ
ト
の
つ
り
具
部
分

　

福
祉
用
具
貸
与

対
象
品
目

　

❶
車
い
す
❷
車
い
す
付
属
品

❸
特
殊
寝
台
❹
特
殊
寝
台
付
属

品
❺
床
ず
れ
防
止
用
具
❻
体
位

変
換
器
❼
認
知
症
老
人
徘
徊
感

知
機
器
❽
移
動
用
リ
フ
ト
（
つ

り
具
の
部
分
を
除
く
）
❾
手
す

り
10
ス
ロ
ー
プ
11
歩
行
器
12
歩

行
補
助
つ
え　

※
❶
〜
❽
は
要
支
援
１
〜
２
お

よ
び
要
介
護
１
の
人
は
、
原

則
保
険
給
付
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん

介
護
施
設
入
所
時
の
費
用
軽
減

　

住
宅
改
修
の
補
助

▽
条
件　

要
支
援
・
要
介
護
認

　

定
で
居
宅
で
生
活
す
る
人

▽
限
度
額　

20
万
円

利
用
方
法

❶
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
相
談
。

改
修
の
理
由
書
や
見
積
書
な

ど
を
添
え
て
市
へ
事
前
申
請

❷
工
事
を
実
施
。
費
用
は
、
い

っ
た
ん
全
額
自
己
負
担

❸
領
収
書
と
工
事
費
の
内
訳
が

わ
か
る
書
類
（
改
修
前
後
の

写
真
等
）
を
市
へ
提
出

❹
審
査
後
、
上
限
額
内
で
改
修

費
の
９
割
額
を
支
給

対
象
工
事

　

❶
手
す
り
の
取
り
付
け
❷
段

差
解
消
❸
洋
式
便
器
等
へ
の
便

器
の
取
替
え
❹
引
き
戸
な
ど
へ

の
取
替
え
（
新
設
）
❺
滑
り
防

止
や
移
動
の
円
滑
化
の
た
め
の

床
材
の
変
更
な
ど

軽減を受けられる事業所
緑風館 みどりの家

どんぐりの里 幼老複合型うぃず

翁寿園 太陽の家
伊加利デイサービスセンター
平成ホームヘルパーステーション
社会福祉協議会訪問介護事業所
すいせんホーム
小規模多機能施設風らん

介
護
保
険
制
度
の
ご
案
内

  １  ２

  ３

  ４  ５

 　

と　

  

の
申
請
方
法

　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
備
付
の
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
長

寿
福
祉
課
へ
提
出
。
現
在
、
制
度
を

利
用
中
の
人
へ
は
更
新
案
内
の
通

知
を
６
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

  １

  ４

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

施設によって、利用者負担額が基準費用額と異なることがあります

黄色い看板の街の車屋さん
南あわじ市自動車協議会

自分がよければ他人に迷惑をかけて
いいのですか？

私たちはそうは思いません。

ルールを守って楽しいカーライフを
おくってもらいたい…

それが私たちの願いです。

田
北
町
内
会【
愛
好
の
部
】①
三
原
だ

ん
じ
り
唄
保
存
会
青
年
部
②
西
淡
鳴

潮【
少
年
・
少
女
の
部
】①
福
童【
特
別

賞
】▽
振
り
＝
仲
山
佳
孝
▽
語
り
こ

み
＝
山
下
高
生
▽
こ
と
ば
＝
田
村
公

規

▲新田北町内会 ▲伊賀野町内会

　

春
の
農
作
業
、安
全
確
認
運
動
実
施
中

◆
運
動
の
重
点
項
目

乗
用
型
ト
ラ
ク
タ
ー
の
転

落
・
転
倒
事
故
防
止

❶
危
険
箇
所
を
再
確
認

❷
ほ
場
を
出
る
際
の
ブ
レ
ー
キ

ペ
ダ
ル
操
作
に
注
意

❸
の
り
面
の
傾
斜
で
は
慎
重
に

　

事
故
を
補
償
す
る
Ｎ
Ｏ
Ｓ

Ａ
Ｉ
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

問
農
業
共
済
課
☎
42
・
６
２
１
０

運
転
す
る

❹
農
作
業
は
過
信
せ
ず
、
慎
重

に
作
業
を
進
め
ま
し
ょ
う

農
機
具
事
故
に
備
え
て




